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in
fo
rm
a
tio
n

お
知
ら
せ

 　

市
で
は
、
平
成　
（
２
０
２
１
）

３３

年
３
月
に
第
４
次
基
本
構
想
・
後

期
基
本
計
画
の
計
画
年
度
が
終
了

す
る
こ
と
に
伴
い
、
第
５
次
基
本

構
想
・
前
期
基
本
計
画
を
策
定
し

ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
満
足
度
や
重

要
度
等
の
ご
意
見
を
調
査
し
、
計

画
の
策
定
に
活
用
し
て
い
く
た

め
、
７
月
中
に
郵
送
で
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
行
い
ま
す
。

 

平
成　

年
７
月
１
日
現
在　

歳

３０

１８

以
上
で
、
住
民
基
本
台
帳
か
ら
無

作
為
に
抽
出
し
た
２
千
人

 

企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
０
０
）

０４２

３８７

 　

武
蔵
小
金
井
駅
南
口
第
２
地
区

第
５
次
基
本
構
想
・

前
期
基
本
計
画
策
定
に
係
る

市
民
意
向
調
査
を
実
施

対問武
蔵
小
金
井
駅
南
口
第
２

地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

の
事
業
計
画
（
第
三
回
変

更
）
が
認
可

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
つ

い
て
、
同
組
合
の
事
業
計
画
の
変

更
が
、
６
月
４
日
付
け
で
都
知
事

か
ら
認
可
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
当
該
事
業
計
画

の
変
更
に
係
る
関
係
図
書
を
縦
覧

し
て
い
ま
す
。

■
縦
覧
期
間
同
組
合
設
立
認
可
取

消
し
、
解
散
ま
た
は
建
築
工
事
完

了
の
公
告
の
日
ま
で

■
縦
覧
場
所 

ま
ち
づ
く
り
推
進

課
ま
ち
づ
く
り
係
（
市
役
所
第
二

庁
舎
５
階
☎　

儿　

儿
９
８
６
２
）

０４２

３８７

 　

市
で
は
、
「
政
治
倫
理
の
確
立

の
た
め
の
小
金
井
市
長
の
資
産
等

の
公
開
に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ

き
提
出
さ
れ
た
市
長
の
資
産
等
補

充
報
告
書
、
所
得
等
報
告
書
お
よ

び
関
連
会
社
等
報
告
書
を
公
開
し

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
報
告
書
は
、
ど
な
た

で
も
申
請
の
う
え
閲
覧
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

■
閲
覧
日
７
月
２
日
（
月
）
か
ら

※
す
で
に
提
出
さ
れ
て
い
る
資
産

等
報
告
書
等
は
、
７
月
２
日
以
前

で
も
閲
覧
で
き
ま
す

■
閲
覧
場
所
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

問

市
長
の
所
得
等
報
告
書

な
ど
の
閲
覧

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

ご
利
用
く
だ
さ
い

７
月
の
休
日
窓
口

■
開
設
時
間
午
前
９
時
～
午
後
１

時■
開
設
窓
口
市
民
課
、
保
険
年
金

課
国
民
健
康
保
険
係
、
子
育
て
支

援
課
手
当
助
成
係
（
１
日
の

み
）
、
納
税
課
（
１
日
の
み
）

※
一
部
取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務

（
後
期
高
齢
者
医
療
事
務
・
市
税

証
明
書
交
付
事
務
ほ
か
）
も
あ
り

ま
す

 

企
画
政
策
課
企
画
政
策
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
２
６
）
、
土
曜
・

０４２

３８７

日
曜
・
祝
日
は
市
役
所
代
表
（
☎

　

儿　

儿
１
１
１
１
）

０４２

３８３

問○は休日窓口開設日7月
土金木水火月日
７６５４３２１

１４１３１２１１１０９８

２１２０１９１８１７１６１５

２８２７２６２５２４２３２２

３１３０２９

○

（
市
役
所
第
二
庁
舎
６
階
）

 

総
務
課
情
報
公
開
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
９
２
６
）

３８７
  

７
月　

日
（
土
）
午
前
６
時　

１４

３０

分
～
午
後　

時
１１

 

市
民
課
市
民
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
３
０
）

 　

日
中
、
市
役
所
に
来
ら
れ
な
い

方
や
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

よ
る
コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
利
用
で
き

な
い
方
は
、
そ
の
他
の
請
求
方
法

に
よ
り
、
証
明
書
等
が
交
付
請
求

で
き
ま
す
。
な
お
、
代
理
人
が
請

求
す
る
場
合
は
本
人
直
筆
の
委
任

状
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
対
象
者

と
請
求
者
の
関
係
が
第
三
者
の
場

合
は
、
交
付
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合

わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
郵
送
請
求
】

　

住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
の
全

部
・
個
人
事
項
証
明
書
等
が
交
付

請
求
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
日
数

が
１
週
間
程
度
か
か
り
ま
す
の

で
、
余
裕
を
も
っ
て
請
求
し
て
く

だ
さ
い
。
請
求
書
（
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
）
、
手
数
料
分
の
郵
便
定
額
小

為
替
、
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免

許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
※
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
）
の
コ
ピ
ー
を
同

封
し
、
返
信
用
封
筒
に
切
手
を 
貼 は

っ
て
、
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
は
顔

写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
を
含
む

【
電
話
窓
口
制
度
】

　

電
話
で
申
請
し
、
指
定
し
た
取

問シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に

伴
う
住
民
票
等
の
コ
ン
ビ
ニ

交
付
サ
ー
ビ
ス
の
停
止

時問郵
送
請
求
・
電
話
窓
口
制
度
・

広
域
交
付
住
民
票
の
ご
案
内

扱
窓
口
で
住
民
票
の
写
し
・
除
か

れ
た
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録

証
明
書
、
母
子
手
帳
、
戸
籍
の
附

票
・
除
籍
の
附
票
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
取
扱
窓
口
は
、

市
役
所
本
庁
舎
１
階
施
設
管
理

室
、
集
会
施
設
等
で
す
。
た
だ

し
、
印
鑑
登
録
証
明
書
お
よ
び
母

子
手
帳
の
受
け
取
り
は
、
施
設
管

理
室
の
み
で
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
受
付
時
間
月
曜
～
金
曜
日
午
前

８
時　

分
～
午
後
４
時

３０

■
手
数
料
１
通　

円
（
母
子
手
帳

３００

は
無
料
）

【
広
域
交
付
住
民
票
】

　

本
人
が
住
民
登
録
地
以
外
の
市

役
所
で
発
行
す
る
住
民
票
で
す
。

勤
務
先
や
外
出
先
で
住
民
票
が
必

要
に
な
っ
た
場
合
に
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
た
だ
し
、
本
籍
地
と
筆
頭

者
は
記
載
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

休
日
窓
口
で
の
交
付
は
で
き
ま
せ

ん
。

■
必
要
書
類
運
転
免
許
証
、
パ
ス

ポ
ー
ト
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
顔
写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
を
含

む
。
暗
証
番
号
の
入
力
が
必
要
で

す
）
、
そ
の
他
官
公
署
が
発
行
し

た
免
許
証
、
許
可
証
も
し
く
は
資

格
証
明
書
等

■
手
数
料
１
通　

円
３００

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

 

市
民
課
市
民
係
（
〒　

儿
８
５

１８４

０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
第
二
庁

舎
１
階
☎　

儿　

儿
９
８
３
０
）

０４２

３８７

 　

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
一

３１

定
の
条
件
を
満
た
す
私
道
を
所
有

す
る
方
は
、
申
請
に
よ
っ
て
固
定

資
産
税
・
都
市
計
画
税
が
平
成　
３１

年
度
以
降
、
非
課
税
扱
い
と
な
り

ま
す
。

　

な
お
、
分
筆
し
て
道
路
と
な
っ

て
い
る
場
合
や
、
す
で
に
非
課
税

と
な
っ
て
い
る
私
道
は
、
申
請
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
申
告
期
限
平
成　

年
１
月　

日

３１

３１

 

市
所
定
の
申
請
書
（
資
産
税
課

で
配
布
）に
必
要
事
項
を
明
記
し
、

私
道
求
積
図
を
添
え
て
、
資
産
税

課
土
地
係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３

問私
道
部
分
の
非
課
税

扱
い
の
申
請
を

申

問合先内　容ところと　き名　称

児童青少年課児童青少年係
（☎０４２−３８７−９８４７）

平成３０年度児童
館事業計画につ
いて　ほか

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

７月１２日（木）
１０：００〜

児童館運営
審議会（※）

ごみ対策課減量推進係
（☎０４２−３８７−９８３５）

委嘱状の伝達等
について

中間処理場事務
所棟研修室１

７月１３日（金）
１５：００〜

廃棄物減量
等推進審議
会

経済課消費生活係
（☎０４２−３８７−９８３１）

これからの消費
者行政の在り方
について

市民会館・萌え
木ホールＡ会議
室

７月１７日（火）
１３：３０〜

消費生活審
議会

自立生活支援課障害福祉係
（☎０４２−３８７−９８４８）

専門部会の開催
について

市民会館・萌え
木ホールＡ会議
室　ほか

７月１７日（火）
１７：００〜

地域自立支
援協議会

公民館本館
（☎０４２−３８３−１１８４）

公民館事業につ
いて　ほか

公民館東分館集
会室ＡＢ

７月１９日（木）
１３：３０〜

公民館運営
審議会

子育て支援課子育て支援係
（☎０４２−３８７−９８３６）

計画の進捗状況
や実施状況の評
価等について

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

７月２３日（月）
１９：００〜

子ども・子
育 て 会 議
（※）

※保育あり（要事前申込） 階
☎　

儿　

儿
９
８
２
１
）
へ

０４２

３８７

 　

参
加
店
や
名
所
を
巡
り
、
ス
タ

ン
プ
を
集
め
る
と
抽
選
で
す
て
き

な
賞
品
が
当
た
る
「
こ
が
ね
い
十

五
夜
場
留
」
（　

月
開
催
）
に
つ

１０

い
て
、
市
内
の
名
所　

か
所
を
募

３０

集
し
ま
す
。
と
っ
て
お
き
の
名
所

を
教
え
て
下
さ
い
。

■
募
集
内
容
市
内
の
名
所
（
場

所
・
店
・
人
）

 

応
募
多
数
の
場
合
は
審
査
の
う

え
決
定
し
、
イ
ベ
ン
ト
用
冊
子
に

掲
載

 

７
月　

日
ま
で
に
、
電
話
、
フ

３１

ァ
ク
ス
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
、
市

商
工
会
（
☎　

儿　

儿
８
７
６
５

０４２

３８１

 
　

儿　

儿
８
５
８
５ 

ko
gan

０４２

３８２

こ
が
ね
い
十
五
夜 
場  
留 

ば 

る

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
の

名
所
募
集

他申FAX

糸

eisi@
sh
o
k
o
k
a
i-to
k
y
o
.o
r.j

p

）
へ

 　

７
・
８
月
を
中
心
に
「
政
治
家

の
寄
附
禁
止
」
の
啓
発
活
動
を
行

い
ま
す
。

【
政
治
家
は
贈
ら
な
い

　

有
権
者
は
求
め
な
い
】

　

政
治
家
（
候
補
者
、
候
補
者
に

な
ろ
う
と
し
て
い
る
者
お
よ
び
現

に
公
職
に
あ
る
者
）
が
選
挙
区
内

の
人
や
団
体
に
お
金
や
品
物
を
贈

る
こ
と
は
、
法
律
で
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
政
治
家
に
寄
附

を
求
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
☎

　

儿　

儿
９
８
８
１
）

０４２

３８７
政
治
家
の
寄
附
は
禁
止

寄
附
禁
止
の
ル
ー
ル
を
守
っ
て

明
る
い
選
挙
の
実
現
を

問

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

　

監
査
委
員
の
露
木
肇
子
氏
は
、

６
月
８
日
を
も
っ
て
任
期
満
了
と

な
り
ま
し
た
が
、
平
成　

年
第
２

３０

回
市
議
会
定
例
会
に
お
い
て
議
会

の
同
意
を
得
て
、
再
任
さ
れ
ま
し

た
。

　

な
お
、
任
期
は
６
月
９
日
～
平

成　
（
２
０
２
２
）年
６
月
８
日
の

３４
４
年
間
で
す
。

　
　

歳
、
八
王
子
市
在
住

６１ 監
査
委
員

監
査
委
員
にに

露
木
肇
子
氏

露
木
肇
子
氏
をを再

　
　
　
　
　

再
任任

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
の
山
田
義
雄
氏
は
、
６
月　

日
３０

を
も
っ
て
任
期
満
了
と
な
り
ま
し

た
が
、
平
成　

年
第
２
回
市
議
会

３０

定
例
会
に
お
い
て
議
会
の
同
意
を

得
て
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
任
期
は
７
月
１
日
～
平

成　
（
２
０
２
１
）年
６
月　

日
の

３３

３０

３
年
間
で
す
。

　
　

歳
、
小
金
井
市
在
住

７０ 固
定
資
産
評
価

固
定
資
産
評
価
審審

査
委
員
会
委
員

査
委
員
会
委
員
にに

山
田
義
雄
氏

山
田
義
雄
氏
をを再

　
　
　
　
　

再
任任

◆◆各種審議会等の開催日程◆◆


